
 

             

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日                             

釧 路 開 発 建 設 部  

 

災害時の道路閉塞を防止するため 

道内で初めて届出対象区域を指定しました 

～沿道民地における電柱を対象とした「届出・勧告制度」の運用開始～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■届出対象区域を指定した区間 

 ・国道３８号 釧路市寿４丁目～釧路市北大通１丁目 （約２．０ｋｍ） 

 ・国道４４号 釧路市川上町６丁目～釧路市旭町２４ （約０．４ｋｍ） 

 ・国道４４号 釧路市入江町１８～釧路市愛国東１丁目（約０．７ｋｍ） 

 

■対象工作物：電柱（運用開始日以降、新設する電柱 ※建物への引込柱を除く） 

 

■運用開始日：令和８年４月１日（水） 

 

  ■添付資料 

・別紙１：「届出・勧告制度」の概要  

・別紙２：届出対象区域の指定範囲 

・別紙３：参考 道路法 

 

 

【問合せ先】 

国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 

（制度の法律に関すること） 公物管理課 課長 小坂
こ さ か

 晴
は る

弘
ひ ろ

 電話:0154-32-0801 

（制度の運用に関すること） 道路計画課 課長 髙
た か

橋
は し

 慶
け い

  電話:0154-24-7268 

（その他の内容に関すること）     広報官 鈴木
す ず き

 亮
まこと

   電話:0154-24-7354 

釧路開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/ 

 緊急輸送道路をはじめ、道路区域では電線類の地中化などを進め、災害時に電柱等が倒壊す

ることによる道路閉塞の防止に取り組んでいます。一方で、道路区域外の沿道の民地に設置さ

れた電柱等による道路の閉塞の危険もあります。 

このため、道路の沿道で道路管理者が指定した「届出対象区域」の中に電柱を設置する場

合、設置者は道路管理者に対して「届出」を行い、道路管理者は道路閉塞のおそれがある場合

には必要に応じて設置場所の変更等の「勧告」を行えることとした「届出・勧告制度」が、令

和３年に創設されているところです。 

このたび、道内で初めて届出対象区域を指定し、届出・勧告制度の運用を開始しますので、 

お知らせします。 

 

https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/


別紙１

○目的
沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止。
（道路法改正（R3.9施行））

○制度の概要
道路管理者は沿道区域・届出対象区域を指定し、区域内に工作物

（電柱等）を設置する際は、設置者から道路管理者へ届出。
届出に対し、道路閉塞のおそれがある場合は必要に応じ勧告。

沿道区域における「届出・勧告制度」の概要

【道路の閉塞を防止する仕組み】
（イメージ）

沿道区域 ：道路に損害や危険を及ぼす場合は、
その防止措置を命ずることが可能な区域

届出対象区域：沿道区域の全部または一部において、
電柱を設置する際、届出が必要な区域

【沿道区域・届出対象区域のイメージ】 【手続きの流れ】

工作物の設置者から道路管理
者への設置内容について届出

必要に応じ、倒壊しても道路
を閉塞しない位置や高さへの

変更を設置者に勧告

沿道区域の指定

届出対象区域の指定



別紙２

届出対象区域の指定範囲

道路区域

（車道） （歩道）（歩道）

道路境界線 道路境界線

沿道区域境界
届出対象区域境界

【沿道区域・届出対象区域のイメージ】
沿道区域境界
届出対象区域境界

0.5m
～
6.0m

0.5m
～
6.0m

■対象区間① 国道３８号 釧路市寿４丁目～釧路市北大通１丁目 （約２．０ｋｍ）
対象区間② 国道４４号 釧路市川上町６丁目～釧路市旭町２４ （約０．４ｋｍ）
対象区間③ 国道４４号 釧路市入江町１８～釧路市愛国東１丁目（約０．７ｋｍ）

■指定範囲 道路の境界から約０．５～６．０ｍ幅の範囲内の土地（民地等）
■運用開始日 令和８年４月１日（水）
■対象工作物 電柱（運用開始日以降、新設する電柱 ※建物への引込柱を除く）

※関係図面は下記場所にて確認することができます。
■場所 北海道開発局釧路開発建設部公物管理課（釧路市幸町１０丁目３番地）
■期間 令和８年４月１日（水）～令和８年４月１５日（水）まで ※土日、祝日を除く

対象区間①
延長約2.0km

対象区間③
延長約0.7km

対象区間②
延長約0.4km



別紙３【参考】道路法
（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務）

第四十四条 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき
損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続す
る区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める基準に従い、沿
道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メー
トルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。

２ 前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定に
よる措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、
当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。

３ 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物（前項の規定により公示された
ものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の管理者は、その土地、竹木
又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがある
と認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置そ
の他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

４ 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると
認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規
定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。
（以下略）

（届出対象区域内における工作物の設置の届出等）
第四十四条の二 道路管理者は、沿道区域（前条第二項の規定により同条第三項の規定によ

る措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。）の全部又は一
部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

２ 道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合にお
いては、条例（指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条におい
て同じ。）で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しな
ければならない。

３ 届出対象区域の区域内において、工作物（前条第二項の規定により公示された
ものに限る。）の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日
の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施
行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければな
らない。

４ 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
一 軽微な行為その他の行為で条例で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為

５ 第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める
事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十
日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければ
ならない。

６ 道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その
届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ
又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、
その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきこ
とを勧告することができる。
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